
■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号
1 - - - - - - - 総合計画の表題について，拢弧書きで下期等と入れてはどうか 　ご指摘の点については検討いたします。 企画政策課

2 1 2 - - - 3 計画策定の背景と課題
への対応

前回策定時，「第1節①国際社会の進展～⑧”協働”・”共同”の時代」，
「第2節①薩摩川内市の特性，②薩摩川内市の基本課題と課題への対応」記
載されている。箇条書きでも文言をいれ，踏まえつつという風にはどうで
しょうか。
当初の背景と見比べる必要が生じるのでは。

　第2章については、今回大きく変更を実施しました。
　平成17年度の策定時においては，10年先を見据えた背景と課題
を整理し，展開方向を示すことが必要でしたが，今回は，これまで
5年間のまちづくりに対する現状と課題を整理し，そこから見出さ
れる課題克服のための施策の展開方向を示すことが必要と考え，5
年前の記載内容を踏まえた上で修正を行ったものです。
　なお，ご指摘の「国際社会の進展～”協働”・“共同”の時代」
等については，下期基本計画において，各分野ごとに「現状と課
題」として整理したいと考えています。

企画政策課

3 1 2 1 1 - 3 我が国の社会経済情勢 [10行目]
「しかしながら」　⇒　「また」　ではどうか。
前後で同調しているので。

　ご指摘のとおり修正いたします。 企画政策課

4 1 2 1 2 - 4 薩摩川内市の現状と課
題（中間的総拢）

将来人口推移を表現化したらどうか 　将来人口推移については，データ集（P2）の「総人口の将来見通
し」に記載いたしました。

企画政策課

5 1 2 1 2 - 5 薩摩川内市の現状と課
題（中間的総拢）

「スピーディで品質が高い」について，「品質」ではなく「資質」あるい
は「経営力」ではないか。物品ではないので。

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　スピーディで品質の高い信頼ある市政経営

【変更後】
　スピーディで質の高い信頼ある市政経営

（※他の修正箇所についても同様に処理いたします。）

行政改革推進
課

6 1 2 1 2 - 5 薩摩川内市の現状と課
題（中間的総拢）

「スピーディで品質の高い信頼ある市政経営」とは？ 　市民に信頼される市役所として行政サービスを提供する上で「迅
速性」を重視した的確な施策の立案，実施を目標として，「スピー
ディ」を使用しています。
　具体的には，市民志向・成果志向に基づく「多様な市民ニーズへ
の積極的な対応」と来庁者への職員の接遇改善や市民の視点に立っ
た窓口業務の改善，ICT（情報通信技術）を活用した業務改革を進
めるなど「市民サービスの質の向上」を図ります。

行政改革推進
課

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

7 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

[7行目～8行目]
「こうした活動を応援する」とは何をするのか

　例えば，地区の特性や資源を活用し，活力ある地域づくりに取り
組む事業に対して支援しています。
　これは，地区コミュニティ協議会の健全な発展を図るため，事業
内容がユニークで対外的に地区をアピールする事業に対して地区コ
ミュニティ活性化事業補助金を交付しています。
　今後は，市民グループ等が行う活動を支援する仕組みについて検
討を進めています。

コミュニティ
課

8 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

[17行目～18行目]
「本市が活気のあるまちになるためには，まずそれぞれの地域が元気でな
くてはなりません」とありますが，地域が元気とはどのような状態か？

　「地域が元気」とは，地域のコミュニティが地域の特性や資源を
活かし，地域課題の解決に向け主体的な活動を行っている状態と考
えています。
　例えば，峰山地区における地域ぐるみでの「柳山アグリランド」
の整備や，大馬越地区におけるシソジュースの生産販売等のむらづ
くり，平佐東地区における「あさひ元気市」の取り組みなどがあげ
られます。

企画政策課
コミュニティ

課

9 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

[23行目]
「地区振興計画を尊重」の尊重とは？

　自治基本条例の第27条第2項において，「市は，総合計画を策定
する際は，地区振興計画を尊重するものとする」と定めています。
　地区振興計画については，基本的に地区コミが自主的に活動する
方針等を定めたものであり，市として支援できる事項については，
地域力の創造の観点から総合計画に反映するなど支援していくもの
です。

企画政策課
コミュニティ

課

10 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

[下から5行目]
①緊急を要する課題としてとらえるならば，「将来的」の文言でよいの
か。現実の問題として表現してはどうか（「将来的」の文言の捉え方につ
いて説明を求めます。）

[下から2行目]
②後段の「資源を活かす」の後に「集落組織の再編等を積極的に進め」の
文言を挿入できないか

①ゴールド集落については，5年後には現在の81自治会から168自
治会に増加すると予測されていることから，そのような予測を踏ま
え「将来的」という文言を使用いたしました。

②自治会には規模の大小，地域性，財産の有無等，様〄な問題があ
ることから，行政から自治会統合の積極的な呼びかけを行うことは
難しいと考えています。ただし，各自治会が自治会統合のための自
主的な話し合いを始めるための支援策を検討して参りたいと考えて
おります。

コミュニティ
課

11 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

[下から1行目]
「地域住民がいきいきと光り輝く」とは？

　例えば，集落（自治会）において65歳以上の高齢者が占める割合
が50％以上を締める「ゴールド集落」においても，高齢者が所有す
る豊富な知見や知識，技能を活用し，地域の個性や資源を活かし，
地域課題の解決に向け，活き活きと主体的な活動を行っている状態
のことを表現したものです。

企画政策課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

12 1 2 2 2 - 7 ”地域力”を育む体制
の強化

[4行目]
「意見が市民から多く寄せられており～道筋をつけていく必要が高まって
います」とあるが，行政はこのような意見をまとめ，施策として提案すべ
き。

　ご指摘のとおりです。
　市民から寄せられたご意見に対しては，「薩摩川内版地域力創造
プログラム」において，”活力と豊かさを感じる地域づくり”を目
指し，①地域コミュニティの再生と活動の充実，②生活者の暮らし
の確保，③地域産業の再生と交流による地域活性化，④信頼ある市
役所機能の構築の4つを取り組みの柱とし，課題の克服に向けた取
り組みを施策として提案して参ります。
　併せて，ゴールド集落に対する支援策についても現在検討を進め
ており，併せて施策として提示して参りたいと考えています。

企画政策課
コミュニティ

課

13 1 2 2 2 - 7 ”地域力”を育む体制
の強化

[16行目～18行目]
「こうした地域の取り組みをさらに促進するためには，市民自ら地域が抱
える課題について考え，地域のまちづくりを推進していくことが重要で
す」とあるが，市民も取り組むが行政も提案し，推進していくべきなの
で，「重要です」ではなく「有効です」くらいの表現ではないか

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正いたします。

【変更後】
　「こうした地域の取り組みをさらに促進するためには，市民自ら
地域が抱える課題について考え，市と市民が協働して地域のまちづ
くりを推進していくことが重要です」

企画政策課

14 1 2 2 2 - 7 ”地域力”を育む体制
の強化

[24行目]
「①地域コミュニティの再生」について，「再生」ではなく「活性化」で
はないか。
地区コミュニティ協議会は平成17年度に設立され活動中。
再生は休止の状況と判断されるのではないか。

　ご指摘の点については，平成21年3月に策定した「薩摩川内版地
域力創造プログラム」の4つの取り組みの柱として「地域コミュニ
ティの再生と活動の充実」を位置づけていることから「再生」とい
たしました。
　ここでの「再生」とは，地域における創意工夫を生かしつつ、潤
いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つ
ことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを目指すもので
す。

企画政策課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

15 1 2 2 5 - 10 経営力の高い自立した
市政の展開

文言について，もう尐しわかりやすく簡潔に記述できないか。
（例）
①「目指す」が何回も繰り返されている
②「基礎自治体の確立」についても同上
③「限られた経営資源」とは，16ページにおいて（ヒト・モノ・カネ）と
注釈を加えてあるが，10ページで注釈するべきではないか

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正いたします。

①「目指す」については1箇所を修正いたします。
②「基礎自治体の確立」については必要箇所であるためそのままと
したい。
③ご指摘のとおり修正いたします。

【変更後】
　地方が主役の国づくりを目指し，地方政府の樹立を目的とした地
方分権改革では，国と地方の役割分担を明確にし，国に依存しない
行政及び税財政の基盤を確立し，行政のあり方を住民が自らの責任
で決定し，実行する基礎自治体の確立に向けた議論がなされていま
す。
　地方分権改革が目指す基礎自治体の確立は，経営力の高い自立し
た自治体の構築に向けた取り組みが必要です。
　このため，これまでの市政改革大綱の方向性を継承しつつ，「都
市経営」，「市民サービス」，「協働・市民参画」の3つの視点
と，①市民志向・成果志向に基づく都市経営の推進，②効率的・効
果的な組織力の向上，③健全な財政経営基盤の確立，④多様な市民
ニーズへの積極的な対応，⑤市民サービスの質の向上，⑥広聴広報
機能の充実，⑦市民団体との連携，⑧民間活力の活用，⑨地域力と
都市力の創出の９つの重点項目のもと，市政改革に取り組み，コス
ト意識と高い政策形成能力，業務遂行能力を備えた意欲のある職員
を育成し，限られた経営資源（ヒト・モノ・カネ）の選択と集中を
行い，経営力の高い自立した市政経営を展開します。

行政改革推進
課

16 1 2 3 4 - 11 都市文化ゾーン，田園
文化ゾーン，海洋文化
ゾーンの振興方向の具
体化

都市文化ゾーン，田園文化ゾーン，海洋文化ゾーンの振興方向の具体化と
あるが，これを展開するにあたり，今回構築しようとしている（既に構築
されている部分もある）地図情報システムをどう活用されようとしている
のか，説明を求めます。

　農地地図情報システムは，薩摩川内市管内の担い手農家への集
積，耕作放棄地の解消，優良農地の確保，地域農業の振興等を効率
的且つ，迅速に進めて行くために，Ｈ２０年度県単「農地情報利用
効率化対策事業」を活用し「農地地図情報システム」の構築導入を
行い，現在，平成２１年度から一部稼動しているところです。

　この「農地地図情報システム」は，今年度から同様に構築され稼
動している「統合型ＧＩＳ」のデータ（航空写真・ゼンリン住宅地
図・地積図）を利用し，農業委員会で管理している「農家台帳」の
情報（例えば：借り手，貸し手が耕作している農地の場所又は，耕
作放棄地の場所等）とリンクしています。

　ご質問の「第１次薩摩川内市総合計画基本構想」に於ける「田園
文化ゾーン等」と農地地図情報システムをどのように活用されるの
かについては，策定された後は「統合型ＧＩＳ」に田園文化ゾーン
等を構築整備して行けば，農業委員会が管理している農地地図情報
システムにも反映可能なため，今後地図化することで農業・工業複
合的な具体策を講じるための施策が情報の共有化で容易に図られる
ことになると考えています。

農業委員会



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

17 1 3 - 2 - 13 安心・快適 甑地域における福祉・介護従事者の確保が難しいので，その体制整備を明
記してほしい

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
１　地区コミュニティ協議会や民間事業者との連携による地域見守
り体制の構築等により，地域ぐるみで高齢者や障害者（児）等を支
える福祉のまちづくりを進めます。

【変更後】
１　地区コミュニティ協議会や民間事業者との連携による地域見守
り体制の構築等により，地域ぐるみで高齢者や障害者（児）等を支
えるとともに，特に甑地域においては福祉・介護従事者の育成に努
め，福祉のまちづくりを進めます。

国保介護課

18 1 3 - 2 - 13 安心・快適 [『5』の2行目]
「新たな公共交通システムの導入」の具体的内容を示してほしい。

※P23「エ　施策の展開方針」12行目にも同内容あり

「効率的で利用しやすいコミュニティバスの運行やデマンド交通
（事前予約型乗合タクシー）等の導入」を意味するものです。
　P43「3　道路・交通ネットワークの整備」において記載してい
ます。

商工振興課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

19 1 3 - 2 - 13 安心・快適

６　各地域の交通・文
化・産業拠点や･･･

●トピック：文化・芸術･･･若者にとって魅力のある街
　総合計画全体を見ると、「文化・芸術」の分野へ配慮が尐ないように思う。
　「文化」自体が広い意味ではあるが、私の言う市政の中の文化とは、「一般市民レベルの音
楽・美術・学問等を推進する活動」（①で表す）のこと。計画書の中では、文化は、古くから
伝わる伝統芸能　として、今後も伝承していく、旨の記載はあるが、①の視点からの内容には
ふれていないようである。

　実は、私の周りの人から聞くことであるが、「川内は文化レベルが低い。」「（芸術関係で
は）何でも鹿児島まで行かないとない。」「音楽では、出水の方がいろいろある。」「（たま
には川内でも見れるけれど）、映画を観たかったら、鹿児島まで行かないといけない。映画館
が欲しい。（20代と30代の数人が言っていた。）」など。

　そして実際、注意してみると、もちろん全くないわけではないが、同規模の、尐し「まち」
と言える市と比べても、レベルの高い、また種類も豊富な文化的な催しが当市は尐ないと思
う。市民一般の「文化意識レベルが低い。」という声もよく聞く。
　まちづくり公社など、工夫をして頑張っているし、子ども劇場も細〄とながら頑張っている
と思うが、「文化」は、それなりにお金がかかるので、基本計画にも、何らかの文言を入れ
て、きちんと（金銭的）補助をしていく必要があると思われる。

　前回の会にて、「若者層にとって魅力ある街作りも大切であると思う」とご意見させていた
だいたが、その点からみると、「鹿児島まで行かなくても、これだけ川内にもいろいろあ
る。」「○○があるから、川内へ行こう。」という街になって欲しいと願う。

　近〄ユニクロ薩摩川内店が開店する、と聞いた。服飾や商業的施設も、（若者にとっても）
大切で、地元産業にとってはどうなのか、疑問もあるが、この店に行きたいがために、出水や
鹿児島へ行く、という人も結構いるらしいので、朗報と受け止めている。

　子育てをする環境が整ってきても、若者にとって魅力がなければ、高校卒業と共に外へ出る
人材を育てるだけで、街の活性化に即つながらない。それはもったいない。

　様〄な視点から、「若者にとって（も）魅力ある街にするには」という内容について、尐し
は盛り込むべきではないか。その１つとして、①について、若者に調査をするとか、各高校や
各種学校から代表で来てもらって、「若者の語る薩摩川内を語る会」を持つとか、１度企画さ
れたらどうだろうか。
　今回盛り込むのが難しかったら、次回は是非、考慮いただきたいと思う。　　以上。

　本市では，鹿児島市等と同じように若者を引き付ける基盤整備を
行うことは難しいと考えることから，むしろ地域の特性（強み）を
活かした，若者を引き付けるようなまちづくりを推進していく必要
があると考えています。
　例えば，本市が実施する「こしきアイランドキャンパス事業」で
は，高等教育機関のない本市の甑島を大学・短大等の学外活動の場
として提供し，甑島の有する豊かな自然や文化を理解してもらうと
ともに，地域住民も参加できる公開講座等の開催により，交流人口
の拡大やＵＩターンの促進を図る取り組みを実施しており，本年度
は6つの大学が甑島において各種事業を展開しました。
　特に「KOSHIKI ART　PROJECT」の取り組みは，大学生や若
手アーティストが島を訪れて作品を制作し，島全体を会場に展示す
るなど，地域の特性を活かした形で，市内外の若者を引き付ける取
り組みとして展開されています。
　今後は，このような取り組みを一層支援していくことが必要で
す。

　なお，ご提案の「若者の語る薩摩川内を語る会」については，今
後，検討をさせていただきます。

企画政策課

20 2 1 1 - - - 基本理念 市民が住むことに誇りを持てるまちづくりをするためには「1.地域力を育
む」「2.都市力の発揮」「3.市民参画」等は大事なことであるとは思いま
す。これらの効果を高めるためにはぞれぞれの地域に中心となるリーダー
が必要だと思われます。そこで，リーダー育成のために行政としてどのよ
うな手立てを取ったらよいか，計画があったら聞かせてください。

　リーダー育成については，これまで女性人材バンクや人材バンク
「すてきびと」など，各部局・各分野において取り組んできている
ところですが，ご指摘の観点を踏まえ，今回の基本構想の一部変更
において，総合計画における重点的取組として「人材・組織育成」
を位置づけました。
　生涯学習活動の推進により，地域づくりを担う人材と組織の育成
に努めるとともに，地域の人材やまちづくり団体，ボランティア団
体及びNPO等の組織を積極的に活用したまちづくりを推進すること
で，地域を担うリーダー育成に努めて参りたいと考えています。
　具体的には，市民と行政との協働型のまちづくりを実践するた
め，市民グループ等が行う公共的な活動に対する助成等を検討して
おり，今後，施策として提示して参りたいと考えています。

コミュニティ
課

社会教育課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

21 2 1 3 1 1 21 都市文化ゾーン（川内
の市街地）

都市計画区域の区画整理事業，公共下水道，複合拠点施設の方向性を明記
したほうがいいのではないか

　区画整理事業，公共下水道，複合拠点施設等の個〄の事業の方向
性については下期基本計画においてそれぞれ明記して参りたいと考
えています。

都市計画課，
天辰区画整理
推進室，入来
区画整理推進
室，下水道

課，企画政策
課

22 2 1 3 1 2 23 田園文化ゾーン（樋
脇・入来・東郷・祁答
院及び川内の田園地
帯）
エ　施策の展開方針

田園文化ゾーンに観光振興の文言を入れてほしい 田園文化ゾーンにおいては，「水と緑と温泉に抱かれた，美しく趣
きのある田園地帯の形成」を図り，豊かな地域資源を活用すること
で，グリーン・ツーリズム（滞在体験型観光）の振興を図りたいと
考えているところであり，「エ　施策の展開方針」の20行目に「グ
リーン・ツーリズムによる都市と農山村との交流など，活力ある交
流躍動の地域づくりを進めます」としました。

観光課

23 2 1 3 1 2 23 田園文化ゾーン（樋
脇・入来・東郷・祁答
院及び川内の田園地
帯）
エ　施策の展開方針

農業問題をソフトだけで片付けてはいけない。耕作放棄地の解消について
は農業用水等の整備を含めてしないといけない。
　田園文化ゾーンは米作を中心とした農業振興が中心であり，就農人口が
減れば減るほど農業生産基盤整備をして機械力が十分入る形をとらないと
いけないと考えており，「農業生産基盤整備」をゾーンの振興方策にも記
述していただきたい。

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　田園文化ゾーンにおいては，認定農業者や集落営農組織の育成，
耕作放棄地の解消，農業公社による受託作業や新規就農者の育成及
び農地の流動化を推進し，効率的で安定した魅力ある農業経営を目
指すための農業振興に勤めます。

【変更後】
　田園文化ゾーンにおいては，認定農業者や集落営農組織の育成，
耕作放棄地の解消，農業公社による受託作業や新規就農者の育成及
び農地の流動化を推進するとともに，農業の持続的発展と多面的機
能を発揮するため生産基盤整備に努め，効率的で安定した魅力ある
農業経営を目指すための農業振興に勤めます。

耕地課

24 2 1 3 1 3 23 海洋文化ゾーン（川内
沿岸部及び甑島区域）
ア　ゾーンの特性

[下から4行目]
「風光明媚な唐浜海岸」　⇒　「雄大な唐浜・西方海岸」にしたらどうか

　ご指摘のとおり修正いたします。 企画政策課

25 2 1 3 1 3 24 海洋文化ゾーン（川内
沿岸部及び甑島区域）
ア　ゾーンの特性

[3行目]
「人情豊かな島民が生活する」について，あえて「島民」を使用されてい
るのか。「人〄」または「市民」ではいかがでしょうか。

　ご指摘の「島民」については，親しみや尊厳，誇りを含めた意味
で使用しているものです。

企画政策課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

26 2 1 3 2 - 26 交流連携軸 九州新幹線の全面開業により交流区域が広がると思われるので尐し具体的
表現で交流区域，交通アクセス対策を明記したほうがいいのではないか。

　ご指摘の点については，下期基本計画「第6章　都市力を創出す
るまちづくり」「第3節　道路・交通ネットワークの整備」におい
て明記したいと考えています。

商工振興課

27 2 1 3 2 3 27 地域連携軸 「薩摩川内都IC（仮称）」は供用開始しており，正式名称であり丌要では
ないか。
「宮崎バイパスなど・・・」の部分を「南九州西回り自動車道３インター
チェンジなど・・・」と修正してはどうでしょうか。

　ご指摘のとおり「薩摩川内都IC」はH19.3.3供用済みであり（仮
称）については削除したい。

　Ｐ27の枠内の記述については，都市核道路として川内市街地へあ
るいはインターチェンジ等のアクセス向上のための道路（２環状８
放射道路網）を説明したものであることから，現行の表現のままと
させていただきたいと考えています。

建設政策課

28 2 2 3 2 - 35 社会教育の促進 [2行目]
「地域のつながりを深められ，活性化が図られていくため」については文
言としてはどうか？

　ご指摘を踏まえ，以下のとおり一部修正を行いたい。

【変更後】
「地域の人〄の連帯感が深まり，地域の活性化が図られていくため
に，社会教育施設の機能を拡充し，多様な学習機会の提供を図り，
地域をはじめ，企業・民間団体・大学との連携した社会教育の促進
に努めます。」

社会教育課

29 2 2 3 4 - 35 幼児教育・学校教育な
どの充実

「学校規模の面から望ましい教育環境を整えるために，小中学校の適正規
模化や適正配置を進める」を挿入したらどうでしょうか。

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正します。

[変更後]
４　幼児教育・学校教育等の充実[6～7行目]

児童生徒一人ひとりの個性と多様な能力を伸ばすための教育活動を
推進するとともに，小中学校の適正規模化や適正配置等教育環境の
整備に努めます。

学校教育課

30 2 2 4 1 - 37 防災・生活安全対策の
充実

防災無線の活用についてお尋ねします。
合併特例債で防災行政無線の設置，戸別受信機全戸配置を進めるとなって
いますが，これの有効活用についてお尋ねします。市民の生命，財産を守
る施設であることは理解しますが、相当高額の投資であり，スピーディに
信頼される行政サービスを展開するためにも，一般広報を広く情報発信す
ることが相乗効果もあり，施設の有効活用が図られるのではないかと考え
ますが，これができるのか，できないのかお尋ねします。

　現在，防災行政無線の基幹部整備が完了し，防災行政情報がス
ピーディかつ確実な伝達が出来るようになりました。
　市内全域の一斉放送はもとより，支所からの支所地域内放送や地
区コミュニティ協議会からの地区内放送もできるようになり，平成
２１年度以降は，市内全域に戸別受信機を整備する予定であり，自
治会放送を聞くことのできる戸別受信機を整備することにより，防
災行政無線の有効活用を図って参ります。

防災安全課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

31 2 2 4 4 - 38 環境対策の充実 墓地とはどこの墓地のことでしょうか。 　墓地とは，薩摩川内市営墓地条例に記載のある市営墓地８箇所の
ことをいいます。

○川内芸ノ尾第１墓地　○川内芸ノ尾第２墓地　○入来向山墓地
○里薗上墓地　○里薗下墓地　○里観農墓地　○里寺山墓地　○鹿
島小牟田墓地

環境課

32 2 2 6 3 - 43 道路・交通ネットワー
クの整備

「南九州西回り自動車道３インターチェンジ」を挿入したらどうでしょう
か。

　南九州西回り自動車道の阿久根・川内間については，未だルート
決定がされておらず，現時点で本市内に配置される総IC数について
は確定していないことから，現段階では，ご指摘の「南九州西回り
自動車道３インターチェンジ」は挿入せずに，現行のままの表現と
させていただきたいと考えています。

建設政策課

33 2 2 8 - - 46 持続可能な行財政運営
の推進と政策形成能力
の向上によるまちづく
り

合併に伴う合併特例債事業の終了から交付税の減尐，人口減尐による市税
の減尐等財政見通しの厳しさを表現したらどうか

　ご指摘の点については，下期基本計画「第8章　持続可能な行財
政運営の推進と政策形成能力の向上によるまちづくり」において明
記したいと考えています。

財政課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

34 - - - - - - その他 （※構想案の追加や修正を求めるものではありません）
①薩摩川内市の中心部（都市文化ゾーン）に「せんだいの顔」となる通り
がない。あるのかもしれませんが，どこなのか分からない。

②せんだいを代表する「食べ物」が何かわからない。特に「せんだいのお
土産」と呼べるものが見当たらない

③①にも関連しますが，歩いて楽しい通り，癒される通りがない。歩道も
狭くて歩くには危険なところが多い

④「水」は豊富であるのに，安心して水辺で遊ぶ場所が尐ない。

◎豊かな自然，史跡，伝統芸能、祭り等なかなか魅力的な「せんだい」で
すが，以上のようなことを思いながら生活しています。尐し残念です。

　本市中心市街地における以下の３路線（合計延長Ｌ＝1,970ｍ）については，川内川をイメー
ジした石張り舗装や川内地域にまつわる歴史を紹介する施設を配置するなど，統一的な景観デザ
イン方針のもとに整備を行っており，これらの道路は川内を代表する伝統行事である「川内大綱
引」や多くの市民が参加する「薩摩川内はんや祭」の舞台として，また10万人もの観光客が訪れ
る「川内川花火大会」へのメインアプローチとして多くの市民や来訪者に利用されています。
　なお，３路線については，電線地中化事業により全て無電柱区間であります。

（１）一般県道川内停車場線（都市計画道路：昭和通り線）
延 長：Ｌ＝340ｍ，Ｗ＝36ｍ
事業期間：平成12～15年度　事業主体：県，市，九電，NTT西日本
事業概要：九州新幹線鹿児島ルートの一部開業（H16.3）に備え，川内駅の玄関口にふさわしく
川内川や河童をイメージした路上施設等配置しつつ，安心・安全な歩行空間の確保などを目的に
シンボルロード事業（街路事業）として整備
計画作成：整備方針及び内容について平成12～13年度にかけ県，市，地域住民，通り会にて懇
談会等にて協議（６回開催）
利用実績：広幅員（10～13ｍ）の歩道を活かして「きやんせふるさとフェスタ」のイベント等
に利用

（２）一般国道３号（向田地区）（都市計画道路：中央線）
延 長：Ｌ＝800ｍ，Ｗ＝25ｍ
事業期間：平成8～11年度　事業主体：国，県，市，九電，NTT西日本
事業概要：電線地中化事業に併せ，川内川をイメージした石張歩道舗装や歩行空間のバリアフ
リー化を実施
計画策定：整備方針及び内容については国，市，九電，NTT西日本，通り会にて協議・作成（委
員会等を８回開催）
利用実績：「川内大綱引」や「薩摩川内はんや祭り」の会場として利用

（３）一般国道３号（大小路地区）（都市計画道路：中央線）
延 長：Ｌ＝830ｍ，Ｗ＝25ｍ（含む太平橋）
事業期間：平成11～13年度　事業主体：国，県，市，九電，NTT西日本
事業概要：電線地中化事業に併せ，川内川をイメージした石張歩道舗装や歩行空間のバリアフ
リー化を実施。大小路地域の歴史を紹介したモニュメント等を随所に配置
計画策定：整備方針及び内容については国，市，九電，NTT西日本，地元住民，通り会にて協
議・作成（委員会等を８回開催）
利用実績：「川内大綱引」や「薩摩川内はんや祭り」の会場として利用

（４）その他
　現在，一般国道３号（御陵下地区）（国道267号交差点～高槻橋：Ｌ≒1,800ｍ）について，
国の第６期電線地中化計画（H21～25年度）に登載要望中（H21年末公表予定）
　事業化された際には上記３路線同様に歩道空間について関係機関や地元住民らと協議しながら
整備計画を策定し，景観に配慮した整備を実施する予定。

建設政策課

〃 ②本市には川内地域のちりめん，らっきょう，ごぼう，やまのいも，樋脇のいちご，ゴーヤー，
入来のきんかん，東郷の鮎，ぶどうやなし，祁答院の米，甑のきびなごなどの農林水産物と多く
の特産品やお土産がありますが，薩摩川内市を代表するお土産の数が尐ないのが現状です。
　そのため，下記の事業に取り組んでいます。

◎加工特産品開発事業
　地元の農産物を加工した食品や工芸品を活用した「ふるさと特産品コンクール」の開催，産品
相談・商談会への参加，地域振興アドバイザーとの意見交換会等特産品としての付加価値の向上
を目指しています。

◎特産品開発研究事業
　薩摩川内市の重点７品目（らっきょう・ゴーヤー・ごぼう・やまのいも・いちご・きんかん・
ぶどう）の特産品開発研究業務を市生活研究グループに委託し，新たな特産品の開発を進めてい
ます。

◎ブランド品質管理委員会の設置
　ブランド推進会議の下部組織にブランド品質管理委員会を設置し既存加工食品の洗い出しや推
奨品の検討，特産品開発のためのアクションプランの検討などを行っています。今後はこの委員
会の中でＰＲ方法も含め検討したいと考えています。

企画政策課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

〃 - - - - - - 〃 ④これまで，水辺を自然体験の場や遊びの場として，八間川水辺の
楽校公園，川内川宮里公園，東郷の五色親水公園，祁答院の桜公園
等を整備し，安心安全な水辺空間の創出を図ってきました。
　また，市街地においても，噴水施設やせせらぎ水路により，子ど
もたちへ遊びの空間を提供している公園として，向田公園，春田川
公園，太平橋及び西向田ポケットパーク，総合運動公園のわんぱく
広場等があります。
　さらに，川内駅周辺地区と天辰第一地区土地区画整理事業区域内
に（仮称）春田川親水公園と三堂公園があり，「人と生き物に優し
い水と緑の広場」として現在整備中です。
　今後とも，安心安全に遊べる水辺空間の創出を図りたいと考えて
います。

建設整備課

35 - - - - - - 合併後5年間のまちづ
くり「商工観光部」
【参考】中心市街地の
活性化

①川内は若者に魅力ある場所がないと思います

②親子で集える場所が尐ないのでは。尐しでも活性化するのではないで
しょうか。

　基本構想案においては，「中心市街地活性化施策の推進等によ
り，魅力ある商業集積の整備を促進する」としています。
　これまでも，魅力ある商業集積を図るため，大規模商業施設の誘
致を行ってまいりましたが，近年の経済状況の悪化や大規模商業施
設用地としては面積が狭いなどの諸問題等があり，実現していない
ところです。

商工振興課

36 - - - - - - 合併後5年間のまちづ
くり「市民福祉部」

丌妊治療費が高くてどうしようもできないと聞くことが多いです。「コウ
ノトリ支援事業」がありますが，まだまだ拡大していただけたらと思って
います。

　本市の助成については，他市町村と比較しても対象治療が最も多
く，県の助成で対象とならない治療までカバーしています。
　また,年間助成限度額も志布志市とならび最高額の20万円とし，
１妊娠につき5年間助成しており県内では充実した内容となってい
ます。
　しかし,尐子化対策の一環として重要であることから，国の施策動
向も見極めながら下期基本計画への搭載等について検討したい。

市民健康課

37 1 2 2 - - 4 薩摩川内市の現状と課
題（中間的総拢）

人口減尐が市政に不える影響が大きいことから，将来は人口規模が8万人台
に落ち込むことも想定されるなど，厳しい状況であることを表現化し，市
民全体が人口対策に取り組むことを明確に意思表示すべきではないか。

　人口減尐についてはご指摘のとおり厳しい状況であることを認識
していますが，ご指摘を踏まえ，厳しい状況にあることを明示する
ため，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　市域全体として人口減尐が継続し，特に周辺部においては･･･

【変更後】
　市域全体として人口減尐が継続し，本市の人口推計によると平成
22年（2010年）には本市の人口は10万人を割り込むことが予測
され，平成37年（2025年）には9万人を割り込むことも推計され
ます。また，特に周辺部においては･･･

　併せて，最終の製本段階において，データ集（P２）に記載の
「総人口の将来見通し」の表を記載するなど，市民とも人口減尐に
対する危機感を共有できるような表現化に努めたいと考えていま
す。

企画政策課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

38 1 2 1 2 - 5 薩摩川内市の現状と課
題（中間的総拢）

「スピーディ」という言葉について，「迅速な」が良いのではないか。

「スピーディ」について，今よりもスピードをあげていろんな手続きや提
案や要望をした時に時間をかけなくても実現させるという決意の現われで
あることを表現された方が良いのではないか。

　市長マニフェストにおいて「スピーディ」という用語が使用され
ていることから，用語としてはそのままとさせていただきたいと考
えています。
　なお，ご指摘を踏まえ，「スピーディ」を説明するため，注釈と
して下記のとおり記載いたします。

[追加]
※スピーディ⇒市民に信頼される市役所として行政サービスを提供
する上で「迅速性」を重視した的確な対応や施策の立案，実施を行
うこと。

行政改革推進
課

39 1 2 1 2 - 5 薩摩川内市の現状と課
題（中間的総拢）

その他，5ページにはカタカナの用語が多いので抵抗を感じる方もいるので
はないでしょうか。

　ご指摘を踏まえ，5ページのカタカナの用語（「コミュニティ」
「薩摩川内スピリッツ」「シティセールス」「都市ブランド」）に
ついて注釈を記載いたします。

企画政策課

40 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

ゴールド集落対策については喫緊の課題であることから，「将来的に」と
いう言葉では生ぬるいのではないか

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　さらに，将来的に集落機能の維持が困難となるおそれのある集落
の増加が懸念されることから，･･･

【変更後】
　さらに，今後，集落機能の維持が困難となるおそれのある集落の
増加が懸念されることとから，･･･

企画政策課
コミュニティ

課

41 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

ゴールド集落対策については，現状の維持も大事だが，支えあいだけでは
難しい。ゴールド集落をなくしていくという視点での取り組みを，庁内に
プロジェクトチームを作るなどして検討していただきたい。

　ご指摘の観点から，全庁的な体制でゴールド集落に対する支援策
の検討を行うとともに，医療福祉，交通，情報通信など地域内栺差
の解消を目的とした「薩摩川内版地域力創造プログラム」におい
て，過疎，離島地域及び集落活動が困難になりつつある地域の諸問
題を整理し，ゴールド集落など活力と豊かさを感じる地域づくりに
取り組んでまいりたいと考えています。

企画政策課
コミュニティ

課

42 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

ゴールド集落の定義について，65歳以上が50％以上という基準について
はひっかかるものがある。向田や大小路では65歳以上が50％以上であっ
ても集落機能の維持はできるが，田園文化ゾーンや海洋文化ゾーンにおい
ては，地域的，距離的なものであり，例えば毎床集落などはゴールド集落
である。画一的な線引きはしないほうが良いのではないか。

　ゴールド集落については，財政的・物的支援を行うための根拠が
必要で，条例を策定する中で一定の基準を設けざる徔ないと考えて
いるところです。
　ご指摘の観点も踏まえ，「薩摩川内版地域力創造プログラム」も
含めた中で検討して参りたいと考えています。

企画政策課
コミュニティ

課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

43 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

◎ゴールド集落の用法が曖昧
　集落機能の困難となるおそれのある集落というマイナスの意味で使うと
きには「限界集落」という用語で、限界集落であるが、市長の考える、住
民がいきいき暮らす集落というプラスの意味の時にはゴールド集落を用い
ないと、読み手が混乱する。また「光り輝く」という言葉が曖昧。

[６ページ（下から１０行目～）]
（現状）
　このようなゴールド集落においても～光り輝く地域づくりに

（提案）
　このような集落においても～いきいきと暮らすことのできる地域づくり
　　　　　　　　　　または　いきいきと光り輝く地域（ゴールド集落）
づくり

[７ページ（４行目）]
（現状）
　過疎化やゴールド集落

（提案）
　過疎化や限界集落／過疎化や集落維持

　ご指摘の「ゴールド集落」は，いわゆる「限界集落」という言葉が否定
的・悲観的で，マイナスの意味で使用されることから，これに変わる，地域
再生・地域力の創造への期待感を込めた用語として使用する本市独自の呼称
です。
　しかしながら，委員のご指摘を踏まえ，集落機能の困難となるおそれのあ
る集落というマイナスの意味で使うときには「集落」という用語で、住民が
いきいき暮らす集落というプラスの意味の時には「ゴールド集落」を用いる
よう全般的に修正いたします。

　併せて「光り輝く」が曖昧とのご指摘を踏まえ，[6ページ（下から10行
目～）]については下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　さらに，将来的に集落機能の維持が困難となるおそれのある集落の増加が
懸念されることから，このようなゴールド集落においても，住み慣れた地域
に安心して住み続けられるよう，市民相互の連携や高齢者の所有する豊富な
経験，知識や技能と各地域の個性や資源を活かし，地域住民がいきいきと光
り輝く地域づくりに取り組みます。

【変更後】
　さらに，今後，集落機能の維持が困難となるおそれのある集落の増加が懸
念されることから，このような集落においても，住み慣れた地域に安心して
住み続けられるよう，市民相互の連携や高齢者の所有する豊富な経験，知識
や技能と各地域の個性や資源を活かし，地域住民がいきいきと活躍し，一人
ひとりが光り輝く地域（ゴールド集落）づくりに取り組みます。

さらに，[7ページ（4行目）]については，ご指摘を踏まえ，下記のとおり修
正いたします。

【変更前】
　地場産業の衰退など，過疎化やゴールド集落に関する意見が市民から････

【変更後】
　地場産業の衰退など，過疎化や集落の維持・存続に関する意見が市民か
ら････

コミュニティ
課

企画政策課

44 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

[7～8行目]
（現状）こうした活動を応援

（提案）こうした活動を支援

　ご指摘のとおり，下記のとおり修正いたします。

【変更後】
　こうした活動を支援することも大切です。

企画政策課

45 1 2 2 1 - 6 協働・参画によるまち
づくりの推進

[17～18行目]
（現状）地域が元気

（提案）地域に活気がなくては

　ご指摘の「元気」については，本市が活気のあるまちになるため
には，各地域において，活動の源となる内発的な気力（元気）が必
要であると考えています。
　このため，ご指摘の箇所については原案のまま「元気」とさせて
いただきたいと考えています。

企画政策課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

46 1 2 2 3 - 7 ”都市力”の強化によ
る定住

ICTのスペルは何か。
また，ICTは一箇所だけでよいのではないか

ＩＣＴとは、情報(information)や通信(communication)に関す
る技術の総称です。日本では同様の言葉として IT(Information
Technology：情報技術)が普及していますが、国際的にはICTの方
が主流です。

総務省の「IT政策大綱」が2004年から「ICT政策大綱」に名称
を変更するなど、日本でも定着しつつあります。

なお，ご指摘を踏まえ，「（ICT）」については，下記のとおり
注釈を入れるとともに，7ページ以降については削除いたします。

【追加】
※ICT⇒Information and Communication Technology の略。
情報通信技術に関する技術の総称である。

情報政策課

47 1 2 2 4 - 9 シティセールスの推進
による”交流活力”の
創出

[11行目]
　九州新幹線は平成23年度の開業であるので，「平成23年度まで」はお
かしいのではないか。

　ここで記載した「平成23年度まで」とは，平成21年度に策定し
た「薩摩川内ブランド計画」において，平成21年度から平成23年
度までを重点期間としていることから記載したものです。
　しかしながら，ご指摘のとおりわかりにくい表現となっているこ
とから，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　特に九州新幹線鹿児島ルート全線開業予定の平成23年度までを重
点期間として設定し，･･･

【変更後】
　特に九州新幹線鹿児島ルート全線開業に向けて，平成21年度から
平成23年度までを重点期間として設定し，･･･

企画政策課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

48 1 2 3 4 - 11 農地情報システを含めて総合的な情報システムとしてリアルに情報を徔て
交換しながら地域の振興を進めていく必要がある。総合計画において記載
できないか。

　本市では，地図に関する二重投資の排除，業務の効率化，情報の共有によ
る行政サービスの高度化を実現するため，平成２０年度から統合型ＧＩＳ
（地図情報システム）の構築に取組んでいます。
　これまでに，共有空間データ及び都市計画区域図の電子データを整備する
とともに，これらの基盤情報を全庁的に利活用するために必要な庁内システ
ムを導入しており，今年度からは庁内システムの全庁的な利活用の推進を図
るとともに，各部署の保有する地理空間情報を市民や事業者等に公開するた
めの公開システムの導入作業を進めているところです。
　質問のあった統合型ＧＩＳを各ゾーンの施策展開にどのように活用するか
という点については，公開用システムを活用して市政情報を積極的に情報発
信することで「みんなで進める市民参画のまちづくり」を図るとともに，市
及び関係機関等の有する情報を全庁的に共有することで「効率的かつ効果的
な施策の展開」を図ることとしており，下記のような効果が期待されます。

⑴　「みんなで進める市民参画のまちづくり」の推進
まちづくりの主体である市民に，市政に係る情報を視覚的でよりわかりやす
く情報発信することで，協働によるまちづくりの推進が図られるものと期待
されます。

⑵　効率的かつ効果的な施策の展開（政策判断への利活用）
地域の抱える課題や施策の現状等を一つの地図上に重ねて視覚的に表現する
ことにより，地域の実態に応じた効果的な施策の展開が可能になるものと期
待されます。

　なお，基本構想（案）においては，「第８章　第１項　実効性の高い行政
経営等の推進」[46ページ]において，ご指摘の趣旨についても踏まえた上で
「情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した業務改革を進めながら，事務の適正
化，迅速化，高度化を図り，スピーディで質の高い市民サービスの向上に取
り組みます」と記載しているところです。

情報政策課
行政改革推進

課

49 1 3 - - - 12 総合計画における重点
的取組

総合計画に岩切市長のマニフェストがどのように反映されたのか。
マニフェストを踏まえ，重点的に見直した点について，市民にわかりやす
くしたほうが良いのではないか

　マニフェストは十分踏まえた形で総合計画を策定しています。
　具体的には，基本構想（案）第1編第3章「総合計画における重点
的取組」において，マニフェストを横断的に網羅できる形で整理し
ています。

企画政策課

50 1 3 - 1 - 12 協働・参画 [12ページ　22～23行]
「懸念される」が二度続いている。
（現状）
　～維持が困難となるおそれのあるゴールド集落の増加が懸念されること
から、地域力の衰退が懸念されるゴールド集落においても

（提案）
～維持が困難となり、地域力の衰退するおそれのある集落の増加が懸念さ
れることから、このような集落においても

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　将来的に集落機能の維持が困難となるおそれのあるゴールド集落
の増加が懸念されることから，地域力の衰退が懸念されるゴールド
集落においても，･･･

【変更後】
　今後，集落機能の維持が困難となるおそれのある集落の増加が懸
念されることから，このような集落においても，･･･

コミュニティ
課

企画政策課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

51 1 3 - 2 - 13 安心・快適 甑島地域における人材の確保・育成は盛り込んでいただいたが，そういう
方〄が働ける環境づくり（子育て環境，住居等）を含めて取り組む必要が
あるのではないか。

　基本構想（案）32ページ「５　安心して子どもを産み育てる」に
おいて「安心して子どもを産み育てるとともに，子どもを健やかに
育てることのできる環境づくりを進めるとともに，関係機関との連
携の下に地域ぐるみで取り組む体制の整備を進めます」として記載
しています。
　上記の観点から，委員ご指摘の点については，関係部局との協
議，点であるものを結んでいきながら面整備ができるような形を関
係機関と協議して参りたいと思います。

市民福祉部

52 2 - - 20 将来都市像 [8～9行目]
　「九州新幹線鹿児島ルートや南九州西回り自動車道の開通が見込まれる
など，広域的な交流・連携の基盤が整備されつつあります。」とあるが，
「見込まれる」については表現としては適切か。

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正します。

【変更前】
　九州新幹線鹿児島ルートや南九州西回り自動車道の開通が見込ま
れるなど，広域的な交流・連携の基盤が整備されつつあります。

【変更後】
　九州新幹線鹿児島ルートや南九州西回り自動車道など広域的な交
流・連携の基盤が着〄と整備されつつあります。

企画政策課

53 2 1 2 - - 20 将来都市像 [下から３行目]
（現状）その実現向かって協働し

（提案）その実現に向かって、市と市民が協働し

　ご指摘のとおり，下記のとおり修正いたします。

［変更前］
　その実現に向かって協働し努力していくことにより育まれます。

［変更後］
　その実現に向かって，市民と市が協働していくことにより育まれ
ます。

企画政策課

54 2 1 3 1 2 22 田園文化ゾーン（樋
脇・入来・東郷・祁答
院及び川内の田園地
帯）
ア　ゾーンの特性

[18行目】
（現状）豊かな自然が数多くあります

（提案）豊かな自然に恵まれています

　ご指摘の通り，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　海・川・山・湖の豊かな自然が数多くあります。

【変更後】
　海・川・山・湖の豊かな自然に恵まれています。

企画政策課

55 2 1 3 1 2 23 田園文化ゾーン（樋
脇・入来・東郷・祁答
院及び川内の田園地
帯）
ウ　将来像のイメージ

棚田などの景観を維持するための取り組みを進めてほしい。 　具体的には，「中山間地域等直接支払制度」による景観を含めて
環境を守る制度や「農地・水・環境保全向上対策」による農地や水
路を守る取り組みにより，水路の整備や耕作放棄地の整備を進めて
いるところであり，耕作放棄地を解消していく段階で景観を取り戻
していくこととしています。

農政課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

56 2 1 3 1 2 23 田園文化ゾーン（樋
脇・入来・東郷・祁答
院及び川内の田園地
帯）
エ　施策の展開方針

[21行目～]
（現状）
　豊かな農林畜産物や地域の宝である～これらを温泉を

（提案）
　豊かな自然や地域の宝である～これらを農林畜産物や、温泉を

　ご指摘のとおり，下記のとおり修正いたします。

【変更前】
　豊かな農林畜産物や地域の宝である伝統芸能・行事・文化財等を
掘り起こし，再評価し，これらを温泉を始めとする多様な地域資源
と併せて総合的に活用していくことにより，･･･

【変更後】
　豊かな自然や地域の宝である伝統芸能・行事・文化財等を掘り起
こし，再評価し，これらを農林畜産物や温泉を始めとする多様な地
域資源と併せて総合的に活用していくことにより，･･･

企画政策課

57 2 1 3 1 3 24 海洋文化ゾーン（川内
沿岸部及び甑島区域）
ア　ゾーンの特性

「甑島のトシドン」は「ユネスコ無形文化遺産に登録」の方がインパクト
が強いのではないか。

　ご指摘を踏まえ，下記の通り修正します。

【変更前】
　また，国指定重要無形民俗文化財の「甑島のトシドン」や･･･

【変更後】
　また，国指定重要無形民俗文化財でユネスコ無形文化遺産にも登
録された「甑島のトシドン」や･･･

【追記】
※ユネスコ無形文化遺産⇒ユネスコ（国連教育科学文化機関）に
よって選定される人類全体のための無形の文化であり，芸能（民族
音楽・ダンス・劇），祭礼，伝統工芸技術などが対象。生活形態や
価値観の変化により，急速に失われつつある現状の危険性から保護
することを目的にしている。

文化課

58 2 2 1 - - 29 コミュニティを活かし
地域力を育むまちづく
り

多様なボランティア活動が展開されているが，分野・組織縦割りとなって
いることから，様〄なボランティア団体が連携して活動できるような拠点
づくりを行い，多くの方がもっと友好的にボランティアにかかわることが
必要ではないか。

　市民活動懇話会の中で，情報交換ができないとのご意見をいただ
いているところであり，現在，ボランティア団体・地区コミュニ
ティ協議会・ＮＰＯ法人が，情報発信・交換ができるホームページ
の開設を検討しているところです。
　また，拠点づくりについては，市社会福祉協議会・まちづくり公
社・市の三者で拠点施設の機能充実について協議し，ネットワーク
づくりを進めながら，ボランティア団体の活動支援の検討を進めて
いきたいと考えています。

コミュニティ
課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

59 2 2 1 - 2 30 コミュニティ活動等へ
の支援強化

[1行目]
　「自治会への加入を促進します」とあるが，現実問題として地域によっ
ては自治会への未加入者が多く，問題を抱えているところが尐なくないと
思う。
　自治基本条例が制定されたのを機に「まちづくりは市民一人ひとりが主
役である」という観点から，地区コミュニティ協議会とも協議を進め，対
策をたてるべきではないか。そこで次の点について。

①合併後の加入率の推移はどうなっているか
②上期でも基本構想の中で加入促進を掲げていたが，どのような施策を
行ったのか
③上期の基本計画では「自治会加入促進」については触れられていない
が，下期では記述すべきではないか。

*********************************************************
市内の各自治会（主に市街地域）では，未加入者の加入促進に努力してい
ますが，うまくいっていない所が多いようです。市全体では未加入者がど
の程度いるのか，また加入促進対策をどのように実施されているのか，わ
かる範囲内で教えてください。

①合併後の自治会加入率は，以下のとおりです。
　平成１７年４月１日：８５.３５％，平成１８年４月１日：８４.８
５％
　平成１９年４月１日：８４.２８％，平成２０年４月１日：８３.７
５％
　平成２１年４月１日：８２.８５％

②自治会への加入促進を図るため以下の施策を実施しています。
　ア　転入時市民課等での案内書配布
　イ　一定期間未加入者への再案内
　ウ　未加入者全員への文書案内（年１回）
　エ　自治会長等による臨戸勧誘
　オ　新興住宅地等への自治会結成促進
　カ　丌動産業者による加入促進
　キ　大企業職員への加入促進

③自治基本条例第２５条で，「市民は，・・・自治会に加入し，そ
の活動に参加するよう努めるものとする。」と規定されているが，
自治会は任意団体であり，加入への強制力がない状況である。
　自治会への加入促進については，現時点では，自治会長が訪問し
て未加入者を説徔する方法がより効果があると思われるが，自治会
加入勧誘の際に厳しく意見を言われる方もある。
　なお，この問題については，「薩摩川内版地域力創造プログラ
ム」において，自治会未加入者対策のための官民共同検討会の設置
を検討している状況であります。
　なお，上期基本計画においては，第2節　第1項　コミュニティ活
動等への支援において「自治会や・・・，これらの組織への加入の
促進に努めます。」と記述しているところです。

コミュニティ
課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

60 2 2 1 1～
3

- 29
～
30

コミュニティを活かし
た地域力を育むまちづ
くり

●質問１　まず、29ページ下の「地区振興計画※」の説明は？

[課題]
　「地域力を育む、地域の活性化」のために、本市では、地区コミュニティと自治会をぬきにはできないで
あろう。地区コミュニティのあり方・地域住民と地区コミュニティの活動本部（？）との関係・市政との関
係等、組織や運営上改善していく点が多〄あるのではないか。それに関連して、下に意見と質問を記す。

　資料８のデータ集７ページに、この点について課題がいくつか挙げられている。
（１）自治会加入率が低下してきている。
→　基本構想30ページにその解決と思われる文章が記載されている。しかしながら、市民がその根本のとこ
ろを理解しないまま加入を勧めてもその気になりにくいのではないか。また、市民の意識向上のための手立
てや、そのためにもっと若い世代（小・中・高）から教育することが、今後のより円滑な市民参画へとつな
がるのではないか。
　すなわち、この（１）の問題解決は、「自治会加入を促進します」ということではないと思う。
　今までも、転入者に加入を勧めることはしてきているようである。理由を良く調べたり、分析すれば、解
決策が見つかるはずだと考える。
　今の大人への直接的な手立ては、当市の自治会に加入することにより、市民としてどんな利点があるの
か、加入しないことによりどんな丌利益をこうむるのか、そのような具体的な内容をきちんと説明するこ
と。しかしその内容が丌在（＝利点もない）、あるいははっきりしないなら、そこを正すような改革を試み
る旨を、ここではうたうべきではないか。

（２）自治会長が抱える課題と地区コミュニティ協議会長が抱える課題の上位４つ：
　①　一部の役員に負担が集中してしまう
　②　後継者が育たない
　③　活動に占める時間の負担が大きい
　④　責任が重い
　とある。

●質問２　これらの課題について、対策を考えたのですか？
●質問３
　曖昧な表現で、はっきりしないのですが、基本構想案の29ページ下段の、「・・・コミュニティ機能の一
層の充実を図ります。」がこれにあたるのですか？
●質問４
　もし、そうだとしたら、具体的な活性化されていく様子を思い描きにくいのですが、どうでしょうか。
●意見
　この課題は、実は多くの団体が抱える問題だと思われます。（学校PTA、子ども会、育成会、スポーツ団
体等。）組織の作り方、維持の仕方、発展のさせ方（後継者の育て方）等、まちづくりにも関係する、市民
向けの研修や講習会などを（もっと活発に）催して行くことが、全体の活性化につながるのではないかと思
います。

●「地区振興計画」の注釈については，P5に記載しています。

●自治会に加入することによる利点について
・自治会未加入者の方〄は，地域で生活しているという意識を持ち，防犯，防災，交通安全等で
自治会，地区コミュニティ協議会等の恩恵を受けていることをご認識いただきたいと考えていま
す。
・大規模災害発生時に，自治会等の協力，助け合い機能が発揮されるであろう。また，地域に密
着した防犯，防災，環境美化，一人暮らし高齢者等の弱者救済などの諸課題に対し，連帯感ある
自治会員間で，協力関係が機能していくと確信しています。

●課題の解決の取組みとしては以下のとおりです、
≪地区コミュニティ協議会≫
○運営支援
・平成２０年度に地区コミュニティ協議会運営の手引きを基に，全４８地区コミュニティ
協議会との懇談会を実施しています。
懇談会では，地区コミュニティ協議会における事務処理を説明し，事務処理の平準化を
図るとともに，会長，コミュニティ協議会職員，コミュニティ主事の業務分担等を提示
して，役員等を含めて事務の負担軽減・分散を図るよう提言しています。
・地区コミュニティ協議会の運営を支援するために，市の嘱託員であるコミュニティ主事　　を
全地区コミュニティ協議会に配置して，地区コミュニティ協議会の事務処理等を行わせていま
す。
○リーダー育成
・毎年１回，地区コミュニティ協議会役員，自治会長等を対象に，リーダー育成を目的とした講
演会を開催しています。平成２１年度は，鹿屋市柳谷町内会会長の豊重哲郎氏の講演会を開催し
ます。
・県が主催する共生・協同リーダー養成講座への参加者を募集して，参加していただいていま
す。
・地区コミュニティ協議会には，各部会が組織されていますが，部会長の中に若いリーダーが
育ってきているところもあります。
○支援制度
・地区コミュニティ協議会長の職務のひとつに，地区振興計画の推進がありますが，コミュニ
ティ協議会運営補助金の交付，地区コミュニティ活性化補助金の活用，コミュニティ助成事業な
どの活用による支援を行っています。

≪自治会≫
○運営支援
・毎年，自治会運営説明会を開催し，自治会運営の手引きを基に，自治会運営について説明を
行っています。
・自治会運営の手引きには，自治会長さんの役割，各自治会で活用できる標準的な規約や行事の
例，会議の進め方，自治会で活用できる補助金制度等を掲載しています。
○支援制度
・自治会活動の活性化，地域発展を図っていただくために，自治会運営補助金の交付，自治公民
館等改修補助金の活用，防犯灯設置費補助金の活用，コミュニティ助成事業などの活用による支
援を行っています。

コミュニティ
課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

61 2 2 4 - 2 37 環境対策の充実 　汚泥再生処理センターの整備など，川内環境センターの更新が着〄と進
められているが，し尿処理についての記述は必要ないのか。

①『第2編　第2章　第4節　2　環境対策の充実』への記述につい
てのご指摘ですが，『2　環境対策の充実』は「自然環境の保全」
「自然エネルギーの導入」等の分野となっています。
　ご指摘の『し尿処理についての記述』は『第2編　第2章　第4節
4　下水道・生活排水処理対策の推進』に記述されるものと考えて
います。

②ご指摘のとおり，汚泥再生処理センターの施設整備は，現在，
着〄と事業を推進しているところであり，市町村合併後の本市に
とって事業費も高額が大型事業です。

③このため，基本構想『第2編　第2章　第4節　4　下水道・生活
排水処理対策の推進』に，し尿・浄化槽汚泥の適正処理及び汚泥再
生処理センターの整備について下記のとおり記述することとしま
す。

【変更後】
※[4　下水道・生活排水処理対策の推進[P20]に追記]
　また，し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するとともに，処理工程
で発生する汚泥等を再資源化する汚泥再生処理センターを整備し，
循環型社会の形成に努めます。

環境課

62 2 2 5 1 - 39 薩摩川内経済圏の創出 　10月6日の薩摩川内市の特産品コンクールの審査に参加させていただき
ました。４回目ということでしたが、いくつか疑問が残りました。
　このようなやり方で、本当に、～ブランドとして誇りを持てる特産品の
形成ができるのか、検討が必要に思いました。
　事業として「とりあえずやる」のではなく、具体的な地域別の目標（数
値）を挙げるとか、毎年／数年毎の再評価制度とかも一つの案だと思いま
す。

　特産品コンクールについては，第１次薩摩川内市農業振興基本計
画(農業振興ビジョン)の中で数値目標を定め，進行管理を行ってい
ます。
　また，事業内容等については，平成２４年度見直すことにしてい
ます。

　なお，特産品コンクールの実施については，市特産品開発運営協
議会で協議していただき開催したところであります。
　また，特産品コンクールについては，「広報薩摩川内」(８月２５
日号)に掲載して周知を図りました。
　また，市特産品協会，商工会議所，商工会等を通じて，広く関係
業者へ呼びかけを行っています。

農政課



■第1次薩摩川内市総合計画基本構想（案）に対するご質問・ご指摘・ご提言

編 章 節 項 号

担当部・課室

対象箇所

No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

63 2 2 6 - 3 43 道路・交通ネットワー
クの整備

[1行目】
「九州新幹線鹿児島ルートの早期全線開業」については，平成23年3月の
開業が計画されているのであえて「早期」が必要なのか

***************************************************
定住促進等を進める際には南九州西回り自動車道を軸とした整備が重要で
あり，もっと大きく入れるべきではないか。

　ご指摘を踏まえ，下記のとおり修正いたします。

［変更前］
　九州新幹線鹿児島ルートの早期全線開業や肥薩おれんじ鉄道の利
用を促進し，広域交通網の充実を図ります。

［変更後］
　九州新幹線鹿児島ルート，南九州西回り自動車道といった高速交
通体系の整備や九州新幹線及び肥薩おれんじ鉄道の利用を促進し，
広域交通網の拡充を図ります。

*********************************************
　併せて，下記の事項についても修正いたします。

【第2編　第1章　第3節　第2項(1)九州西岸交流軸［26ページ］

【変更前］
　南九州西回り自動車道の早期整備や国道3号，国道328号の改良
整備，九州新幹線鹿児島ルートの早期全線開業，肥薩おれんじ鉄道
の利用を促進し，北部九州と県都鹿児島市を結ぶ全九州を視野に入
れた人とモノの交流を促進します。

【変更後】
　九州新幹線鹿児島ルート，南九州西回り自動車道といった高速交
通体系の整備や国道3号，国道328号の改良整備，九州新幹線及び
肥薩おれんじ鉄道の利用を促進し，北部九州・中国・関西圏まで視
野に入れた人とモノの交流を促進します。

建設政策課
商工振興課

64 - - - - - - その他 原子力発電所3号機及び産業廃棄物管理型最終処分場の問題については，賛
否両論のある問題であることは承知しているが，一方で市政に不える影響
についても，あるいはこれから取り組みを進めていく上でも避けて通れな
い問題であることから，設置者に説明責任を求めるなどの表現をするべき
ではないか。

　ご指摘のとおり，原子力発電所3号機及び産業廃棄物管理型最終
処分場の問題については，それぞれ県及び民間事業者によって手続
き等が進められているところであるが，市民において賛否両論のあ
る問題であること，一方で今後の市政に不える影響等に鑑み，ま
た，未だ市としての判断は白紙の状況であることを踏まえ，『薩摩
川内市の現状と課題（中間的総拢）』（基本構想（案）第1編　第2
章　第1節　2）において，下記のとおり現状について記載いたしま
す。

[基本構想（案）第1編　第2章　第1節　2　[※20行目に挿入] ]
　さらに，鹿児島県において，平成20年9月に公共関不による産業
廃棄物管理型最終処分場の整備地を本市内に決定し，最終処分場の
整備に向けた手続きが進められています。
　また，九州電力㈱が計画する川内原子力発電所3号機増設につい
ては，平成21年1月に同社から本市に，環境影響評価準備書の送付
に併せて，申し入れがなされ，同年10月には，経済産業大臣が同社
に対し同準備書についての勧告がなされています。

原子力対策課
環境課

65 - - - - - - その他 政権交代による国の政策動向等により，基本構想案は変更されるのか。 　新政権の動向を踏まえ，別添のとおり修正いたします。 企画政策課
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66 - - - - - - その他 自治基本条例は最高規範であり，自治基本条例の基本理念によりまちづく
りを進めていくということであれば，もっとインパクトのある形で表現を
された方が良いのではないか。

　ご指摘の自治基本条例については，『第1編　第2章　第2節　1
協働・参画によるまちづくりの推進』において記載しているところ
であるが、ご指摘を踏まえ，自治基本条例に基づく基本理念等を踏
まえ，下記のとおり記載を追加いたします。

【第2編　第1章　第1節　3　市民参画によるまちづくりを進め
る』[P19]
【変更前】
　市民と行政が同じ目標・視点に立ったまちづくりを進めるため，
自治基本条例で定める，「情報の共有」・「協働」・「参画」に基
づき，必要な情報を共有できるように情報公開を積極的に進めると
ともに，市民の意見や意向を幅広く吸収し，施策展開に反映させる
公聴の充実に努め，市民参画のまちづくりを進めます。

【変更後】
　市民と行政が同じ目標・視点に立ったまちづくりを進めるため，
自治基本条例で定める，「情報の共有」・「協働」・「参画」をま
ちづくりの基本的な原則とし，必要な情報を共有できるように情報
公開を積極的に進めるとともに，市民の意見や意向を幅広く吸収
し，施策展開に反映させる公聴の充実に努め，市民，市議会及び市
がお互いを尊重しながら，それぞれの役割と責務を認識し，協働し
てまちづくりを進め，住民自治を実現していくことで，市民参画の
まちづくりを進めます。

企画政策課

〃 - - - - - - 〃 〃 【第2編　第2章　第7節　みんなで進める市民参画のまちづくり】
[P45]
【変更前】
　地方分権の進展により自治体の自主的な活動範囲が広がる中で，
市民ニーズも多様化し，まちづくりの進め方も行政主導から，市民
と行政の役割分担の下でまちづくりを展開することが求められてい
ます。
　このため，新しい「対等と協力」の視点から市民と行政の関係を
見直し，より良いまちづくりの方向を見極め協働していくことが必
要であり，情報を共有し，知恵を出し合い，役割を分担し，まちづ
くりの実践に向けた体制の充実を図ります。
　
【変更後】
　地方分権の進展により自治体の自主的な活動範囲が広がる中で，
市民ニーズも多様化し，まちづくりの進め方も行政主導から，市民
と行政の役割分担の下でまちづくりを展開することが求められてい
ます。
　このため，本市における自治の仕組みやまちづくりの基本理念を
明らかにし，明るく豊かなまちを創るため，平成20年10月に自治
基本条例を制定しました。
　本市のまちづくりは，自治基本条例が定める基本理念の下，自ら
の積極的な意思で市民，市議会及び市が一体となって取り組むもの
とし，それぞれが互いの意見及び立場を尊重し，常に対応な関係を
保ち，補完し合い協力して進めていくこととし，そのためのまちづ
くりの実践に向けた体制の充実を図ります。

企画政策課
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No. 頁 ご質問・ご指摘・ご提言の内容 ご意見・ご指摘・ご提言に対する本市の考え方施策項目目次

67 - - - - - - その他 全般に言えることですが、それぞれの分野でうたう内容が名実共にきちん
と実行されているのかチェックする機構があるのですか。

　総合計画基本構想の実現に向けて取り組む実施計画の登載事業に
ついては，事業の進捗状況を把握することにより，各事業の進捗を
図っています。
　また，実施計画計画編成，当初予算編成，改革アクションプラン
の年度計画の連動性を高めるため，政策展開に関する戦略的な基本
方針（略称：戦略方針）を策定し，本市を取り巻く社会経済情勢や
厳しい財政状況の中で，将来都市像を見据えながら，市が抱えてい
る様〄な課題に適切に対応することとしています。
　なお，ご指摘のチェック機構については，市議会や本審議会が該
当すると考えています。

********************************************
【参考】薩摩川内市の附属機関に関する条例

◎薩摩川内市自治総合審議会の担任する事務
　市長の諮問に応じて，薩摩川内市自治基本条例に関する事項並び
に薩摩川内市総合計画の策定及び改定について調査・審議する事務

企画政策課


